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禁無断転載 

※営利目的での利用は禁止します 

【選択問題 第１問】 

化学製品の製造・販売を行うＸ社は、小規模ながら堅調に業績を伸ばしている会社で、

自社での研究開発の結果、化学製品の製造の効率化に資する独創的な製造方法（以下、

「本件製造方法」という）を開発し、今後、本件製造方法をもとに製造した製品を新た

に販売する予定である。 

 

（問題） 

上記の事例において、以下の設問に答えなさい。 

 

設問（１） 

Ｘ社は、今までのところ本件製造方法を不正競争防止法上の営業秘密として管理しているが、

今後も営業秘密として管理するか、それとも特許出願を行うかについて、社内で議論している。

特許権による保護と比較した場合における営業秘密としての保護のメリットとデメリットを、

それぞれ説明しなさい。 

 

設問（２） 

Ｘ社は、社内での議論の結果、本件製造方法を今後も営業秘密として管理していくことを決定

した。不正競争防止法上の営業秘密として法的保護を受けるためには、事業活動に有用な情報で

あること（有用性）という要件と、公然と知られていないこと（非公知性）という要件を充足す

ることのほかに、どのような要件を充足することが必要であるかについて、その規範とともに説

明した上で、当該要件及び規範を充足するため、具体的にどのような対策が求められるかを説明

しなさい。 

 

設問（３） 

Ｘ社は、本件製造方法を営業秘密として厳格に管理していたが、何者かによって本件

製造方法が窃取されたことが判明した。Ｘ社は、直ちに警察に被害届を提出したが、そ

の後１年ほど経過した後、窃取したのはＹ社であることが判明した（具体的には、Ｙ社

役員の指示の下、Ｙ社従業員が窃取した）。また、Ｙ社は、本件製造方法の窃取後ただち

に、これを化学製品の製造・販売を行うＺ社に有償で譲渡しており、Ｚ社は、本件製造

方法を使用して自社の既存の化学製品を製造し、販売していたことも判明した。本件製

造方法の窃取事件は被害判明時には特に報道はされなかったものの、Ｙ社が研究開発特

化型の企業として実績を重ねていた有名企業であっただけに、窃取したのがＹ社である

ことが判明した際には大々的に報道された。他方、Ｙ社とＺ社との間で締結された本件

製造方法の譲渡に関する契約では、Ｙ社が本件製造方法をＺ社に譲渡する正当な権限を

有することが明確に規定され、譲渡価格も適正な価格であった。これらのことから、Ｚ

社は、窃取したのがＹ社であることが判明した際の報道で初めて本件製造方法が窃取に

より取得され転売されたものであることを知ったものであり、Ｙ社から本件製造方法を

譲り受けるに際し、それが窃取により取得されたものであることを知らず、かつ、知ら

なかったことに重大な過失も認められなかった。 
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以上の経緯を前提として、次の各小問に解答しなさい。 

 

① Ｘ社は、Ｙ社による本件製造方法の窃取及び譲渡が不正競争防止法上のいかなる禁止行為

に該当すると主張することができ、また、当該禁止行為に該当する行為に関し、Ｙ社に対しど

のような請求を行うことができるか。それぞれ同法の条文（項・号を含む）を挙げて説明しな

さい。 

 

② Ｘ社は、今後Ｚ社がどのような行為を行い、または行おうとした場合に、当該行為が不正競

争防止法上のいかなる禁止行為に該当すると主張することができ、また、当該禁止行為に該当

する行為に関し、Ｚ社に対しどのような請求を行うことができるか。それぞれ同法の条文（項・

号を含む）を挙げて説明しなさい。 
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※営利目的での利用は禁止します 

【選択問題 第４問】 

 Ｘ社は、取引先であるＡ社が自社工場跡地に建設した居住用アパート（４階建・20

室。以下、「本件アパート」という）をＸ社従業員の社宅として使用する目的で、2015

年 10月１日、Ａ社との間で本件アパート全体について定期建物賃貸借契約（期間：2016

年 10 月１日～2026 年９月 30 日）を締結し、竣工後の 2016 年 10 月１日に本件アパー

トの引渡しを受け、現在まで自社従業員の社宅として使用してきた。 

本件アパートの賃料は、2016年 10月１日以降、月額 200万円（１室あたり 10万円/

月、当月末日に翌月分賃料を支払う）であり、賃貸借期間終了６か月前までに再契約を

するか否かをＸ社とＡ社との間で協議することとしている。また、Ｘ社は、Ａ社との間

で、2016年 10月１日付で、敷金を６か月分の賃料とする合意を成立させて、1200万円

の敷金をＡ社に差し入れている。 

その後、Ｘ社は、約定通り毎月の賃料をＡ社に支払ってきたが、2025年１月 20日、

Ａ社に対して資金を貸し付けているＢ銀行の申立てにより、Ａ社のＸ社に対する賃料

債権につき、「本命令送達日以降支払期の到来する分から、金 9600万円に満つるまで」

差押えを行う旨の命令書が東京地方裁判所からＸ社に送達された。 

 なお、Ｂ銀行は、Ａ社に 2022年４月１日付で２億円の資金を貸し付けており、本件

アパートについて同日付で抵当権の設定登記を受けている。また、Ｂ銀行がＡ社に対し

て貸金返還請求訴訟を提起したことはない。 

 

（問題） 

上記の事例において、以下の設問に答えなさい。なお、解答に際しては、破産等の倒

産手続については考慮しなくてよい。 

 

設問（１） 

本問の状況で、Ｂ銀行の差押命令申立ての根拠は何であると想定されるか、根拠条文を

示して簡潔に説明しなさい。 

 

設問（２） 

設問（１）の解答を前提として、次の各小問に答えなさい。 

 

① Ｂ銀行の債権差押命令を受領した時点で、Ｘ社のＡ社に対する次の賃料債務の支払

時期はいつで、その支払いにつきＸ社はどうするべきか、説明しなさい。 

② 仮に、Ｘ社が、上記差押命令を受領した時点で、すでに自社の取引銀行に対して、当

月末日付でのＡ社への翌月分の賃料の振込みをするように依頼済みである場合、Ｘ社

はどうするべきか、説明しなさい。 

③ 2025 年１月以降、Ａ社に対する賃料債務について、Ｂ銀行がどのような主張をして

くることが考えられ、Ｘ社はどのように対応すればよいか、説明しなさい。なお、上記

差押命令書はＡ社に対してもＢ銀行と同日付で送達されているものとする。 

④ 本設問小問③で解答した通りにＸ社が行動したとして、Ｘ社は、2025 年４月以降、

本件アパートの使用を継続することができるか、結論及び理由を簡潔に説明しなさい。 
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設問（３） 

Ｘ社は、2025年４月になって、自社の社宅制度の方針を見直すこととし、2026年４月

以降、従業員に対する賃料補助を充実させることにより社宅制度を廃止したいと考えて

いる。次の各小問に答えなさい。 

 

① Ｘ社は、Ａ社との賃貸借契約をどのようにすれば終了させることができるか、説明し

なさい。 

② Ａ社の状況を踏まえ、Ｘ社において、本件アパートからの退去後に返還されるべきＡ

社に差入済みの敷金を確実に回収する手段として、どのようなものが考えられるか、説

明しなさい。 

③ Ｘ社が、本設問小問②で解答すべき措置を講じる場合に、これに対して想定されるＡ

社、Ｂ銀行それぞれの反応及びこれに対するＸ社の対応方針を説明しなさい。 
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※営利目的での利用は禁止します 

【選択問題 第２問】 

 

（問題） 

上記の事例において、以下の設問に答えなさい。なお、本問では貸金業法について検討する

必要はない。 

 

設問（１） 

【事実２】 

Ｘ社は、2021年 12月１日、Ｙの携帯電話に電話をかけ、Ｙに対し、支払いが遅延している

元本 200万円を直ちに支払うよう求めるとともに、Ｙに住所や居所の変更はないかを尋ねた。

これに対し、Ｙは、支払いを遅延している元本計 200万円を１週間以内に支払う、住所や居所

に変更はない、と答えた。 

その１週間後、Ｙから支払いがなかったため、Ｘ社は、本件契約書第３条第２項第１号に該

当したことを理由に、期限未到来の元本 4200万円の支払債務について期限の利益を喪失させ

るとともに、残元本計 4400万円の支払いを求める内容の通知書を郵送により発送した。その

際、通知書のあて先には本件貸付時のＹの住所が記載された。その後、通知書は、あて先の住

所に受取人が居住していないという理由で、郵便局からＸ社に返送された。 

Ｙは、Ｘ社から上記の電話を受けた際、資金繰りに窮しており、Ｘ社を含む債権者らから身

を隠すため、本件貸付時の住所地を退去して別の場所に居住していたものであり、Ｘ社に伝え

た住所や居所に変更はないとの発言は事実に反する虚偽のものであった。 

 

上記事実１及び２の事情の下で、Ｙが本件貸付に係る元本 4200万円の支払債務の期限の利益

を喪失したか、Ｘ社のＹに対する通知の法的性質に触れつつ、説明しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事実１】 

Ｘ株式会社（以下、「Ｘ社」という）は、個人事業を営むＹに対し、2020 年 10 月１日、金

5000万円を貸し付け（以下、「本件貸付」という）、その際、Ｘ社とＹとの間で、本件貸付に係

る金銭消費貸借契約（以下、「本件契約」という）の内容を示す、別紙１の金銭消費貸借契約

書（以下、「本件契約書」という）が作成された。 

Ｙは、Ｘ社に対し、2021年４月から同年９月まで、本件契約の定めの通り、元本につき各月

100万円計 600万円を支払ったが、2021年 10月及び同年 11月、続けて元本の弁済を行わなか

った。 
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設問（２） 

【事実３】 

Ｘ社は、2021年 12月 20日、Ｙが本件貸付に係る期限未到来の元本 4200万円の支払債務に

ついて有する期限の利益を喪失させ、Ｙに対し本件貸付の残元本 4400万円の支払いを請求す

ることができる状態にした。 

 

① 本件契約書第１条から第４条までを内容とする公正証書（以下、「本件公正証書」という）

が作成されている場合、Ｘ社は、本件公正証書を債務名義としてＹの資産につき強制執行を申

し立てることはできるか。関係する法令の条項を挙げつつ、説明しなさい。 

② Ｘ社は、Ｙに対し、本件貸付の残元本 4400万円の支払いを求める訴えを提起しようと考え

ている。この場合においてＸ社が訴えを提起することのできる裁判所はどこになるか、事物管

轄及び土地管轄その他管轄を規定する事項に触れ、また、関係する法令の条項を挙げつつ、説

明しなさい。 

 

設問（３） 

【事実４】 

2027年４月１日、Ｘ社は、Ｙを被告として、本件貸付の残元本 4400万円の支払いを求める

訴えを提起し、Ｘ社とＹは、口頭弁論期日において次の通り主張立証を行った。 

 

（同年５月 31日の第１回口頭弁論期日） 

Ｘ社は、【事実１】及び【事実３】の事実を主張した。 

Ｙは、【事実１】及び【事実３】は認めるが、本件貸付の残元本 4400万円の支払債務のう

ち 400万円については 2022年 10月 31日にＸ社に弁済し、残る 4000万円については、支払

期限の到来した 2021年 12月 20日から５年を経過しているとして消滅時効を援用した。 

Ｘ社は、Ｙの一部弁済の主張を認めてこの主張を援用し、本件貸付の残元本 4000万円の支

払請求権の消滅時効はこの一部弁済により更新されており、2027年 10月 31日を経過するま

で消滅時効は完成しないと主張した。 

 

（同年６月 30日の第２回口頭弁論期日） 

Ｙは、2022年 10月 31日にＸ社に支払った 400万円は、本件貸付の一部弁済ではなく、Ｘ

社から買い受けた商品の売買代金の支払いとしてなされたものであると主張し、第１回口頭

弁論期日における一部弁済の主張は勘違いによるものであるから撤回すると陳述したうえ、

残元本 4400万円の支払債務について消滅時効を援用した。あわせてＹは、別紙２の領収証（以

下、「本件領収証」という）を証拠として提出した。 

Ｘ社は、本件領収証がＸ社の意思に基づき作成されたことは認めるが、Ｙが 2022 年 10 月

31 日にＸ社に支払った 400 万円はＹがＸ社から買い受けた商品の売買代金の支払いとしてな

されたものであることは否認し、Ｙの一部弁済の主張の撤回には同意しないと陳述した。 
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① 第２回口頭弁論期日における、Ｙが 2022年 10月 31日にＸ社に支払った 400万円は、本件

貸付の一部弁済ではなく、ＹがＸ社から買い受けた商品の売買代金の支払いとしてなされた

ものであるというＹの主張に対し、Ｘ社から上記のほかに具体的な反論や証拠提出がなされ

ない場合、Ｙによる一部弁済の主張の撤回は認められるか、説明しなさい。 

② 第３回口頭弁論期日において、Ｘ社は、本件領収証に押印されたＸ社の印影が本来の印影と

は異なり、本件領収証はＸ社以外の者により偽造されたものであると主張し、第２回口頭弁論

期日における、本件領収証がＸ社の意思に基づき作成されたことを認めるとの主張を撤回す

ると陳述した。Ｘ社による、この撤回は認められるか、説明しなさい。 
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（別紙１） 

 

 

金銭消費貸借契約書 

 

 

 

 

第１条 債権者Ｘ社は債務者Ｙに対し、2020年 10月１日、金 5000万円を貸し付け、Ｙはこ

れを借り受けた。 

第２条 Ｙは、Ｘ社に対し、前条の元本を分割して、2021年４月から 2025年５月まで毎月末

日限り、各 100万円を支払う。 

第３条  

(1)  Ｙは、次のいずれかの事由が生じたときは、何らの通知等を要することなく、本契

約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を失い、Ｘ社に対しその全部を直ちに

支払う。 

①  Ｙの債務につき破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始又は会社更生手

続開始の申立てがあったとき。 

②  Ｙの他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき。 

③  Ｙの振出、裏書、保証した手形・小切手が不渡りになったとき。 

④  公租公課の滞納処分を受けたとき。 

(2)  Ｙは、次のいずれかの事由が生じたときは、Ｘ社からの通知を受けることにより、

本契約に基づく一切の債務につき期限の利益を失い、Ｘ社に対しその全部を直ちに支

払う。 

①  元本の支払いを２回以上怠り、その額が 200万円に達したとき。 

②  ＹのＸ社に対する他の債務につき期限に支払わなかったとき。 

③  その他Ｙの信用状態が悪化したとき。 

第４条 Ｙは、氏名、住所、居所、電話番号その他Ｘ社に届出を行った事項について変更が

あった場合には、Ｘ社に対し、直ちにその旨を届け出る。 

 

  この契約書は２通作成し、Ｘ社、Ｙが各１通、保有するものとする。 

 

2020年 10月 1日 

 

債権者  ●県●市●町１－２－３ 

Ｘ株式会社 

代表取締役 ●● ●● 

 

 

 

債務者  ▲県▲市▲町４－５－６ 

      Ｙ 

 

 

 

Ｘ社

印 

印紙 

20,000円 

Ｘ社

印 

Y印 

 

 

Y印 

 

 



 

- 9 - 

 

禁無断転載 

※営利目的での利用は禁止します 

 

 

 

 

  

（別紙２） 

 

 

 

領収証 

 

2022年 10月 31日  

Ｙ 様 

 金 400万円 

但し、商品の代金として、上記金額を受け取りました。 

 

●県●市●町１－２－３ 

Ｘ株式会社 

代表取締役 ●● ●● 

 

 

 

Ｘ社

印 

印紙 

1000円 
Ｘ社

印 
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【選択問題 第３問】 

 Ａ社（マンション管理会社）の管理する甲マンションにおいて、Ａ社が紹介した排水管清掃業者Ｂ

社が、管理組合Ｃ（法人化されていない）を発注者として、甲マンション全体の排水管の清掃作業を

実施した。ところが、その一週間後、天井からの水漏れによって、居住者Ｄの家財に被害が発生した。

Ａ社は、本件水漏れの調査を開始したが、現在のところ、本件水漏れの原因を特定するには至ってお

らず、その原因箇所が甲マンションの共用部分にあるのか、専有部分にあるのか、いずれとも確定で

きない状態である。 

 Ａ社は、管理組合Ｃから普段様々な相談を受けており、特にＤの住戸における漏水事故の成り行き

について、管理組合Ｃは大変大きな関心を寄せている。 

 
（問題） 

  上記の事例において、Ａ社の法務担当者の立場に立って、以下の設問に答えなさい。解答す

るにあたっては、設問それぞれの指示に従うこと。なお、本問において、損害保険契約に基

づく損害のてん補については考慮しなくてよい。 
 
設問（１） 

被害者Ｄは、本件水漏れの原因が特定されないまま、加害者からの損害賠償はもちろん謝罪

の言葉すら受けることなく、既に半年を経過したため、管理組合Ｃに対し、本件水漏れが生じ

た部屋の天井裏は共用部分に属するので、「建物の区分所有等に関する法律」（建物区分所有

法）に基づき、区分所有者全員が賠償責任を負うべきものであるから、ひとまずは管理組合Ｃ

の総会決議に基づいて、管理組合Ｃの会計から被害回復費用を支出してもらいたいと主張し

ている。 

Ｄからの主張を受けた管理組合Ｃから、Ａ社に対して、管理組合Ｃの会計から被害回復費用

を支出することの当否の相談があった。 

 

上記の事情を踏まえて、次の小問に答えなさい。 

 

① 本件水漏れの原因箇所が「共用部分」に該当するかどうかの点及び管理組合Ｃを当事者とし

てＤから民事訴訟を提起される可能性（民事訴訟法上の当事者能力）があるかどうかの点につ

いて判断するために、Ａ社は、管理組合Ｃに関するどのような書類を入手し、確認すべきかに

ついて簡潔に説明しなさい。 

② Ｄが主張の拠り所とする建物区分所有法９条は「建物の設置又は保存に瑕疵があることに

より他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定す

る」と規定している。この「推定」とは、訴訟法上、どのような効果を生ずるものであるか、

簡潔に説明しなさい。 

③ 仮に、本件水漏れの原因がＢ社の清掃作業にあった場合、Ｄの被った家財被害についての損

害賠償責任をＡ社が負う可能性があるか、民法の具体的な条文を指摘しつつ、簡潔に説明しな

さい。 

④ 仮に、本件水漏れの原因がＢ社の清掃作業にあり、かつ本件水漏れの原因箇所が甲マンショ

ンの専有部分に存在するものであった場合、Ｄの被った家財被害についての損害賠償責任を

管理組合Ｃが負う可能性があるか、民法の具体的な条文を指摘しつつ、簡潔に説明しなさい。 
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禁無断転載 

※営利目的での利用は禁止します 

設問（２） 

その後、Ａ社の法務担当者は、被害者Ｄが、本件水漏れによって生じた家財被害について、

本件水漏れの原因箇所がＤの住戸の真上に位置する、Ｅが居住する住戸の専有部分（なお、Ｅ

の住戸の所有者は、遠方に住むＦである）に存在するものであることを前提として、居住者Ｅ、

所有者Ｆ、及び排水管清掃業者Ｂ社に対して損害賠償請求訴訟を提起する意向であることを

知った。なお、Ｅの住戸の専有部分に本件水漏れの原因箇所が生じた理由は、当該専有部分に

存在する排水口の部品が破損したことによるものであったことまでは判明しているが、その

破損がＥの不注意によるものか、ＦによるＥの住戸の維持管理の不備によるものか、またはＢ

社の清掃作業における不手際によるものか、現在のところ判明していない。 

 

上記の事情を踏まえて、次の小問に答えなさい。 

 

① ＥとＦとの間の法律関係が賃貸借契約である場合において、Ｅの住戸の維持管理に関して

ＦがＥに対して負うべき義務につき、民法上、ＥとＦとの間の法律関係が使用貸借契約である

場合との違いを含めつつ、簡潔に説明しなさい。 

② Ｄは、Ｅ、Ｆ、及びＢ社に対する損害賠償請求訴訟を、それぞれの住所地を管轄する別々の

裁判所にそれぞれ提起するのではなく、甲マンションの所在地を管轄する裁判所に１つの訴

え（１つの訴状）をもって提起することができるか。民事訴訟法の具体的な条文を指摘しつつ、

簡潔に説明しなさい。 

③ Ｄは、Ｅ及びＦに対する訴えに関し、民法上、Ｅ又はＦのいずれか一方は責任を負うがその

場合にはもう一方は責任を負わないという法律上の関係があるときに、訴訟手続がＥとＦそ

れぞれ個別に行われた結果として、両方に敗訴する可能性があることを懸念している。このよ

うな懸念を回避するための民事訴訟法上の制度について、同法の具体的な条文とともに、簡潔

に説明しなさい。 

④ Ｄは、その家財被害について、Ｅ、Ｆ及びＢ社がＤに対し連帯して損害賠償責任を負うこと

を意図している。このような請求を基礎づける法律構成について、民法の具体的な条文ととも

に、簡潔に説明しなさい。 

 

 

 

 


